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第１章 計画の基本的事項

１ 計画の策定 ～ ゼロカーボンシティを目指して

地球温暖化問題は、私たちが日々の生活の中で化石燃料を消費し、二酸化炭

素などの温室効果ガスを排出することにより、地球温暖化、気候変動が進行し、

世界各国の自然の生態系や人々の生活環境に対して、深刻な影響を及ぼすと考

えられ、大きな社会問題となっています。その温暖化の要因は、産業活動によ

るものだけではなく、私たちの日々の生活スタイルにも原因があることから、

問題を解決するためには、町民一人ひとりの理解、努力、協力が必要となりま

す。

我が国の地球温暖化対策の基本的な方針を定めた「地球温暖化対策の推進に

関する法律（地球温暖化対策推進法）」に基づき、地方公共団体の責務として、

温室効果ガスの排出を抑制し、総合的かつ計画的に実施するように努めるため

に、本計画を策定することといたしました。

中頓別町では、２０１０（平成２２）年９月に温室効果ガスの排出量の削減

に向けた対策を、総合的・効果的に推進するため、「第１次中頓別町地球温暖

化対策実行計画」を策定し、さらに、第２次として２０１６（平成 28）年度

から２０２５（令和７）年度までの８年間を対象とした「第２次中頓別町地球

温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定しました。

また、２０２２（令和４）年度から２０３１（令和１３）年度までの 10 年

間 を対象とした「第２期中頓別町環境基本計画」を策定し、持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ）の達成、脱炭素の推進となるグローバルな取り組みを推進し

ていま す。

そこで、本計画の取り組みを継続、強化し、将来的には脱炭素社会の実現を

目指し、２０５０（令和３２）年の二酸化炭素の排出を実質ゼロにする「中頓

別町ゼロカーボンシティ宣言」を、中頓別町は令和５年２月に唱えました。

２ 計画の対象範囲

本計画の範囲は、中頓別町全域とします。

３ 対象とする温室効果ガス

「地球温暖化対策の推進に関する法律」で規定している温室効果ガスは、二

酸化炭素（ＣＯ₂）、メタン（ⅭＨ₄）、一酸化二窒素（Ｎ₂О）、ハイドロフルオ



-2-

ロカーボン類（ＨＦＣｓ）、パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ）、六ふッ化硫

黄（ＳＦ₆）及び三ふッ化窒素（ＮＦ₃）の７種類の物質とされています。

第２次中頓別町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を踏襲し、地域から

主に排出されると考えられる二酸化炭素（ⅭО₂）、メタン（ⅭＨ₄）、一酸化二

窒素（Ｎ₂О）の三種類を対象と考えます。

ただし、温室効果ガス排出量は二酸化炭素がそのほとんどを占めているこ

とや、メタン、一酸化二窒素の排出は主に家畜の飼育によるもので、削減のた

めには家畜数を減らすなど、現実的ではない方法となることから、本計画では、

二酸化炭素についてのみ削減目標を設定することとし、メタンと一酸化二窒

素は排出量を把握するのみとします。

なお、本町で排出される二酸化炭素は、全てエネルギー起源のものとなって

います。

表１ 対象とする温室効果ガス

４ 計画の期間

本計画の計画期間は、北海道の推進計画と整合させ、２０２４（令和６）年

度から２０３３（令和１５）年度までの１０年間とします。

ただし、社会情勢等の変化を踏まえ、適宜見直しを検討していきます。

５ 位置付け

本町では、２０２２（令和４）年度から２０３１(令和１３)年度までを計画

期間とする「第８期中頓別町総合計画」の中で、「美しい自然を守り共生する

まち」の実現に向け、ゼロカーボンの推進、再生可能エネルギーの導入拡大や

省エネルギー推進への施策が推進されております。

また、環境の保全と創造に関する施策の基本となる事項を定めた「中頓別町

環境基本条例」を２００９(平成２１)年６月に制定し、翌２０１０（平成２２）

温室効果ガスの種類 人為的な発生源

二酸化炭素（ＣＯ₂)
電気の使用や暖房用灯油、自動車用ガソリン等の使用により

排出、廃プラスチック類の焼却等により排出

メタン（ＣＨ₄）
自動車の走行、燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却

廃棄物の埋立、家畜の腸内発酵等により排出

一酸化二窒素（Ｎ₂О） 自動車の走行、燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却等により排出
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年９月には「第１期中頓別町環境基本計画」を策定しました。

その後、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成、脱炭素の推進となるグロ

ーバルな取り組みを推進するため、２０２２（令和４）年度から２０３１（令

和 13）年度までの 10 年間を対象とした「第２期中頓別町環境基本計画」を策

定、２０２３（令和５）年２月には、町民一人ひとりができることから二酸化

炭素削減に挑戦し、町民・事業者・行政が一体となって環境に配慮することを

唱えた「中頓別町ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。

そこで、「第８期中頓別町総合計画」及び「第２期中頓別町環境基本計画」

を上位計画と位置付け、本計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律（地球

温暖化対策推進法）」に基づき、地方公共団体実行計画（区域施策編）として

策定するものであり、あわせて地域脱炭素化の促進及び気候変動適応法に規定

される、地域気候変動適応計画としても、下図のとおり位置付けます。

表２ 関連計画との位置付け
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６ 推進体制

地域における温暖化防止対策を推進するためには、町民・事業者・行政が協

力・連携を図りながら、計画で示した施策を実行していくことが必要でありま

す。また、産業や教育に係る有識者をはじめ、町民主体の活動団体やＮＰＯと

も連携を図り、多種多様な意見を積極的に取り込みながら、事業展開を進めて

いきます。具体的な体制の想定は、下図のとおりとなります。

表３ 区域施策編の推進体制

協力・連携

など など

協力・連携 協力・連携

など

協力・連携

第２章 温室効果ガスの排出状況

本町における温室効果ガス排出量は、２００９（平成２１）年度までは二酸

化炭素及び代替フロンの集計をしてましたが、温室効果ガス排出量は二酸化

炭素がそのほとんどを占めていることから、２０１０（平成２２）年度からは

二酸化炭素のみを集計しています。

また、行政の事務事業に関しての温室効果ガス排出量を集計することとし

ました。その量は表４に示されるように、年々ゆるやかな減少傾向にあります。

【 自治会連合会 】 【 森林組合 】

【 活動団体 】 【 建設協会 】

【 温暖化防止対策課 】

【 企画・財政部課 】

【 環境審議会 】

【 国・北海道 】
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さらに、２０２２（令和４）年度に、環境省「令和 3年度（補正予算）二酸

化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大

限導入のための計画づくり支援事業）」の「２０５０年までの脱炭素社会を見

据えて再生可能エネルギーの導入目標を策定する事業（第 1 号事業の 1）」を

活用して、町内のＣＯ２排出量をアンケート調査により推計しました（表５）。

表４ 行政の年度別温室効果ガス排出量の推移 【ｔ－ＣＯ２（ＣＯ２換算）】

また、町内のＣＯ２排出量の現況推計は、事業所等へアンケート調査の協力

をいただき、産業部門並びに業務その他部門の事業者合計 47 者から回答を得

ました。

排出量の合計は 20.1 千 t-CO2で、内訳として部門・分野ごと排出量が大き

い順に、業務その他部門 9.0 千 t-CO2（構成比 44.8％）、運輸部門 4.2 千 t-CO2

（同 20.9％）、家庭部門 4.0 千 t-CO2（同 19.9％）、産業部門 2.7 千 t-CO2（同

13.4％）となっています（表５）。
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表５ 部門・分野別の使用データ及びＣＯ２の排出量推計値

※1 小売業やサービス業、医療福祉業、金融業、組合などが含まれる

※2 環境省「平成 31（令和元）年度 家庭部門の CO2排出実態統計調査（確報値）」及び中頓別町の

「住民基本台帳（2019 年 1 月 1 日）」を用いた

表６ 施設対象区分 (令和５年度分)

担当部署 施設数 主な施設
ＣＯ₂排出量

(単位：ｔ-ＣＯ₂)
排出量割合

総務課総務グループ １ 上駒無線施設 ３.５ ０.２

総務課住民グループ ２ 一般廃棄物埋立処理施設

火葬場

８９.８ ４.９

政策経営課 １ コミュニティ施設（モトマ

ツダ）

３.６ ０.２

産業課 ３ 有害鳥獣処理施設

循環農業支援センター

農産物加工研究施設

８１.５ ４.４

観光まちづくり推進室 ４ そうや自然学校

鍾乳洞、ピンネシリ温泉

道の駅ピンネシリ

２８７.９ １５.７

建設課 ３ 役場庁舎

除雪センター

創作活動支援センター

４５.５ ２.５

建設課上下水道Ｇ １１ 中頓別浄水場

各地域ポンプ場

下水道管理センター

１７９.０ ９.７

議会事務局 ― ― ― ―

教育委員会 １１ 小学校、中学校

町民センター

郷土資料館、町民体育館

６５８.３ ３１.４
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表７ 種類別排出量 (令和５年度分)

表８ 車両台数 (令和５年度分)

※議会事務局、認定こども園は車両なし

山村プール、寿公園 など

認定こども園 １ 認定こども園 ９７.６ ５.３

保健福祉課 ２ 介護福祉センター

保健センター

５２.２ ２.８

国保病院 １ 国保病院 ３６０.１ １９.６

自動車学校 １ 自動車学校 ６０.２ ３.３

計 ４１ １，８３６.０ １００

種類 使用量(Ｌ・Ｋｗ)
Ｃ Ｏ ₂ 排 出量

(単位：ｔ-ＣＯ₂)
排出量割合

ガソリン ３３，９８９.４ ７８.９ ６.０

軽 油 ４３，８５４.２ １１３.１ ８.６

重 油 １２９.８ ３５１.６ ２６.６

電 気 １，３９８，１３８.９ ７７６.０ ５８.８

計 １，３１９.６ １００

担当部署 車両数
ＣＯ ₂ 排 出量

(単位：ｔ-ＣＯ₂)
排出量割合

総務課総務グループ ２(マイクロバス含) １.７ １.６

総務課住民グループ ７(収集車含) ０.６ ０.６

政策経営課 ２ ２.１ ２.０

産業課産業グループ ９ ６.５ ６.２

産業課商工労働・観光

まちづくりグループ
５ ２.０ １.９

建設課 １９(除雪車含) ５.９ ５.６

教育委員会 ７(通学バス含) ２２.５ ２１.４

保健福祉課 ９ １５.１ １４.３

国保病院 ４ ５.４ ５.１

自動車学校 １７(教習車含) ４３.５ ４１.３

計 ８１ １０５.３ １００
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２-２ 再生可能エネルギーの導入状況

本町は２０２０（令和２）年度、地球温

暖化対策及び停電時の電力供給等を目的

に、役場裏に太陽光発電施設（発電出力

34 kW）及び蓄電池を導入した（写真）。パ

ネル角度は３０°で、冬季間は５回ほど

雪下ろしをしているものの、積雪による

発電量の落ち込みが見られました。

木質バイオマスエネルギーの利用促進

等を目的として、役場、道の駅「ピンネシ

リ」、寿スキー場ロッジの３施設に薪ストーブを導入している。現在、役場の薪

は中頓別・浜頓別森林組合が製造しているが、エネルギーの利用をさらに広げ

ていくためには、チップ化、ペレット化の検討も含めて、燃料供給体制の整備

が課題となっています。

２０２２（令和４）年度にＥＶ（電気自動車）１台とＥＶパワーステーショ

ン１基を役場に導入しました。ＥＶパワーステーションの電力は、役場の太陽

光発電施設で発電したものを用いています。

２-３ 再生可能エネルギーの導入ポテンシャル

２０２２（令和４）年度に、取りまとめた「中頓別町における再エネ導入に

より街の将来像及び再エネの導入目標策定報告書」（環境省補助事業）では、

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルついて調査しました。

検討の対象としたのは、①太陽光発電、②風力発電、③小水力発電、④廃棄

物系バイオマス、⑤木質バイオマス、⑥雪冷熱、⑦地中熱─で、次の表のよ

うにまとめられる。仮にこれらの導入ポテンシャルを全て活用すると、それ

によるＣＯ２排出量削減効果は４，３４４．５t-CO2/年と算出されました。

また、町内の森林によるＣＯ２吸収量の推計を「令和２年度末時点 林小班

区画及び森林資源データ」（北海道）によると、人工林および天然林のうちの

保護林・保安林の面積は合計４，０６８．９ha となっており、これが適正に

管理されることによるＣＯ２吸収量は１８，２３１t-CO2/年と試算されまし

た。

詳細は、中頓別町公式ホームページ「中頓別町再生可能エネルギー導入目標

ＰＤＦ(https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/49878/)」を参照

出典：FRONTIER JAPANホームページ
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ください。

第３章 温室効果ガスの削減目標

人が一日に吐き出しているＣＯ２は約１kg と試算されています（国立環境研

究所地球環境研究センターＨＰを参照）。我が国は、２０２０年までの京都議

定書から引き継がれた２０３０年までのパリ協定により地球温暖化対策が取

り組まれ、２０２０年１０月には「２０５０年カーボンニュートラル」を宣言

されました。

地球温暖化問題は世界全体で取り組むべき課題であることから、本町も国と

目標を共有し、施策を講じていくことが重要で２０５０年にはＣＯ２（二酸化

炭素）の実質排出ゼロを目指し、行動に取り組んでいきます。

地球温暖化の要因である温室効果ガスは、そのほとんどが二酸化炭素で占め

られていることから、二酸化炭素を削減目標の設定対象としますが、温室効果

ガス排出量は、人口減少や気候変動による増減が大きく起因していることか

ら、数量的な目標とはせず、行動実践を主とした目標とします。

本町のＣＯ２排出量の推移は、基準年となる２０１３年は 15 千 t-CO２/年で、

そして徐々に減少していき、２０１９年では 13 千 t-CO２/年となっています。

部門別で見ると、家庭が最も多く、次に運輸、業務その他部門、産業部門の順

です。
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３-２ ゼロカーボン実現に向けた取組み

２０５０年までの達成と同時に、町が抱える地域課題の解決を図っていく

ことが重要です。そこで、令和 5年 2月に取りまとめた「中頓別町地域再エ

ネ導入戦略」を基本に将来ビジョンを描くため、本町の地域特性やまちづく

りの方向性が設定され、ゼロカーボン実現を目指すこことなります。

また、具体的な施策（案）として 省エネ化の取組みの深度化、再エネ導

入の実現をすることを目指します。

・町内事業所、町民（個人）による省エネルギー活動の推進

※詳細は「別紙 取組例」「事務事業編」を別途参照願います

・公用車のＥＶ化促進と、ライドシェアによる活用

・団体又は個人の住宅等のＺＥＨの促進、再エネ活用の促進のため設備導

入の支援

・木質バイオマスの資源確保と供給体制の構築

・薪ストーブ導入とエコな取組みとなる６次化特産品の開発

・避難所指定の公共施設への再エネ設備の導入

将来ビジョン：いつまでも中頓別で暮らせる環境づくり

取組①：地域産業（酪農業・林業・観光業）の振興、

取組②：町内のコミュニティの拡充や関係人口の増大

取組③：災害へのレジリエンスの強化

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野（一般廃棄物）

出店：環境省「部門別 CO２排出量現況推計」
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・再エネに関連した企業の誘致

・家畜ふん尿のバイオガスプラント施設の整備

３-３ 再生可能エネルギーの導入に向けて

各取組の考え方をまとめると次の表のように整理でき、また、中頓別森林整

備計画書（令和３年）によると、森林経営計画の認定面積は６８％となってお

り、町内全ての人工林および天然林のうち保護林・保安林４,０６８．９ ha が

いずれも適切に管理され続けることで、１８，２３１t-CO2/年の森林によるＣ

Ｏ2吸収量を見込むことができます。

これにより、再エネ導入量によりＣＯ２削減量に換算してみると２０３０年

度で 6.01 千 t-CO2、２０５０年度で 12.14 千 t-CO2となる推計のため、２０５

０年度のゼロカーボン達成の目標に対して、達成できるプラン設計が可能です。

ただし、各再エネの導入に関する詳細な調査の結果や技術動向等によって、

活用できるポテンシャルは変化することが見込まれるため、その時の取組の進

捗を踏まえて、再エネ導入量の目標値は定期的にチェックと見直しを図ってい

くことが必要です。
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第４章 計画の実施及び進捗管理

１ 計画の実施

「第１章 ６ 推進体制」で定めた推進体制に基づき、庁内関係部局や庁外ス

テークホルダーとの適切な連携の下、各年度において実施すべき対策・施策の

具体的な内容を検討し、着実に実施します。

２ 進捗管理

本計画で定められた取組みを着実に実施し、継続的な改善を図るために進

捗管理の仕組みを導入します。

毎年度、温室効果ガス排出量について把握するとともに、その結果を用いて

計画全体の目標に対する達成状況や課題の評価を実施します。

その仕組みとしては、「ＰＤＣＡサイクル」を基本とし、計画の進行状況や

評価結果によっては、必要に応じて計画の見直しを行うなど、継続的な改善を

図り効果的な進捗管理を行っていきます。

表９ ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理
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第５章 計画に対する取組

温室効果ガスの削減に向けて、目標を達成するためには具体的な取組みを

継続していくことが重要となります。

その目標達成に向けた、具体的な取組方針を設定します。

１ 地方公共団体が実施する取組み

地方公共団体は、自ら率先的な取組みを行うことにより、町民・事業所の模

範となるように、実効的・継続的な温室効果ガス排出の削減に努めます。

◇予想される人口減少や高齢化社会に対応するため、地域の課題に応じた環

境負荷の取組みを進め、利用しやすい環境づくりに努める。

◇製品の購入・使用、又は、建築・土木・設備に係る工事等に当たっては、省

資源・省エネ対策を考慮し、環境負荷を少なくなるよう努める。

◇施設管理受託者及び指定管理者についても、温暖化対策に取組むことがで

きるような情報ファイルの発信・共有を図る。

◇各施設や車両等の利用には、燃料・電気等の使用料削減に取組む。 など

２ 町民・事業所が出来る取組み

町民は日常生活の中において、自分ができる省エネルギー行動により、温室

効果ガス排出の削減に取組んでもらう。

事業所においては、国・道・地方公共団体の協力のもと設備導入の際、省

エネルギー・新エネルギー設備の購入に努める。

※取組例については、別紙に詳細をまとめておりますので、ご参照していただ

き、すぐにでも実践し継続した取組みを行ってください。


